
協議第 13 号  

 

町名・字名の取扱いについて 

 

１  稲沢市における町の名称及び区域は、現行のとおりとする。 

２  中島郡祖父江町及び中島郡平和町における字の名称については、

「大字」「字」を削除するとともに、大字名を町名とする。 

なお、区域については、現行の字の区域のとおりとする。 

平成１５年１２月４日提出 

稲沢市・祖父江町・平和町合併協議会 

会  長   服  部  幸  道  

 



稲沢市・祖父江町・平和町合併協議会の調整内容（案） 

 

協定項目 １８ 町名・字名の取扱い 

調整の内容 

１ 稲沢市における町の名称及び区域は、現行のとおりとする。 

２ 中島郡祖父江町及び中島郡平和町における字の名称については、「大字」「字」を削除するとともに、大字名を町名

とする。 

なお、区域については、現行の字の区域のとおりとする。 

 

【提案理由】 
 

 地域の歴史に密接に関係する現行の大字名を保存するとともに、簡潔で分かり易い地名とするためである。 



【現況】 

現 況 稲沢市 祖父江町 平和町 調整方針 

町及び字

の現況 

町   １４５    

大字   なし 

小字   なし 

 

大字   １８ 

小字  ５５０ 

 

大字   １３ 

小字  １０９ 

１ 稲沢市における町の名称及び区域は、現行

のとおりとする。 

２ 中島郡祖父江町及び中島郡平和町における

字の名称については、「大字」「字」を削除す

るとともに、大字名を町名とする。 

なお、区域については、現行の字の区域の

とおりとする。 

 

（例） 

稲沢市○○町 

↓ 

◎◎市○○町 

 

  祖父江町大字△△字▲▲ 

↓ 

◎◎市△△町▲▲ 

 

平和町大字□□字■■ 

↓ 

◎◎市□□町■■ 

 



【先進事例】 

市町村名   合併の期日 町名・字名の取扱い

東京都 

西東京市 

（新設合併） 

平成13年１月21日 町名の取扱いについては、２市の町名は原則として現行のとおりとする。ただし、同一町名の本町については、田

無市の本町を田無町に、保谷市の本町を保谷町に変更し、また、ひばりが丘団地ついては、ひばりが丘三丁目に統合

する。 

埼玉県 

さいたま市

（新設合併） 

平成13年５月１日 町・字名は原則として現行のとおりとする。 ただし、同一の町・字名については地域住民の意向を尊重し、調整

するものとする。 

愛媛県 

新居浜市 

（編入合併） 

平成15年４月１日  （１） 町・字の区域については、従前のとおりとする。 

（２） 町・字の名称については、別子山村においては、宇摩郡別子山村を新居浜市別子山に置き換える。 

愛知県 

田原市 

（編入合併） 

平成15年８月20日 両町の区域内の町・字の名称及び区域は、基本的に現行のとおりとし、「大字」「字」を削除した名称に変更する。ただ

し、これにより難い場合については、必要に応じ、変更を行うこととする。 

 

【法令・取扱通知等】 

地方自治法（昭和 22 年４月 17 日法律第 67 号） 

第 260 条  政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域

若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。  

２  前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。  

３  第１項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。  



【参考資料】 

「町名・字名の取扱い」について、他に検討した案 

 

検討案１ 「中島郡」を「◎◎市（新市名）」に変更し、現「祖父江町」及び現「平和町」を

新市の町名とし、その上で、「大字」「字」を削除する。 

 

・祖父江町の場合 

   （現 行） （中島郡）祖父江町大字祖父江字上沼 

   （合併後）       ◎◎市祖父江町祖父江上沼 

 

・平和町の場合 

   （現 行） （中島郡）平和町大字観音堂字西海塚 

   （合併後）       ◎◎市平和町観音堂西海塚 

 

 問題点 ・ 日常の住所の表記が簡素化されない。 

・ 現稲沢市域内の町の区域に比べ、◎◎市祖父江町及び◎◎市平和町の区域が広

大になる。 

 

検討案２ 「中島郡」を「◎◎市（新市名）」に変更し、現行の大字名の前に現中島郡祖父江

町域の場合は「祖父江」、現中島郡平和町域の場合は「平和」という名称を冠して町

名とするとともに、「大字」「字」を削除する。 

 

・祖父江町の場合 

（現 行） （中島郡）祖父江町大字祖父江字上沼 

    （合併後）      ◎◎市祖父江祖父江町上沼 

 

・平和町の場合 

    （現 行） （中島郡）平和町大字観音堂字西海塚 

    （合併後）      ◎◎市平和観音堂町西海塚 

 

問題点 ・ 日常の住所の表記が簡素化されない。 

・ 中島郡祖父江町においては、大字名に「祖父江」があるため、町名表示が重複

した印象となる場合がある。 

・ 例えば、「祖父江西鵜之本町」と、町名が長くなる場合がある。 

 

なお、検討案１及び２に関して、稲沢市の場合は、特に問題はない。 

（現 行） 稲沢市稲沢町■■△△ 

 （合併後） ◎◎市稲沢町■■△△ 

 

≪参考≫ 

・ 新しい町名をつけた場合に、稲沢市、中島郡祖父江町及び中島郡平和町において重複する

町名等：なし 

・ 新しい町名をつけた場合に、稲沢市、中島郡祖父江町及び中島郡平和町において紛らわし

いと思われる町名等：稲沢市の「横地（よこち）」と、中島郡平和町の「横池（よこいけ）」 



【参考資料】 

 


